
令和３年９月１０日

保 護 者 様

浦安市立高洲北小学校

校 長 鈴木 明美

緊急事態宣言期間延長に伴う短縮日課等の実施について

日頃より、本校教育活動の推進及び新型コロナウイルス感染症の拡大防止に

ご理解、ご協力いただき、ありがとうございます。

現在発令されている緊急事態宣言の期間が延長されたことに伴い、市立学校

の教育活動について、時差登校、短縮日課、部活動の中止を継続する旨の通知

が教育委員会からありました。

つきましては、９月１３日（月）以降、下記の通りの対応といたしますので、

ご協力の程よろしくお願いいたします。

記

１ 期 間 令和３年９月１３日（月）～９月１７日(金)

２ 対応内容

（１）時間をずらしての登校 →継続

登校時間

Ａグループ（出席番号前半） ７：５５～８：０５

Ｂグループ（出席番号後半） ８：０５～８：１５

（２）短縮日課 →継続

〇１・２年生：４時間授業 給食後１３:１５下校

〇３～６年生：５時間授業 １４:２０下校

（３）部活動中止 →継続

３ その他

（１）タブレット端末の持ち帰りについては、２年生以上で継続いたします

ので、家庭での保管、端末の充電等よろしくお願いいたします。

１年生につきましては、感染拡大の状況等を鑑みて対応いたします。

（２）９月２０日以降の対応につきましては、別途お知らせいたします。


